
滝川労働基準監督署

例年、北海道では冬季間における屋根の除雪作業中の墜落・転落災害が発
生しています。
当署管内では、11月末時点で屋根の除雪作業に伴う墜落災害が既に1件発

生しました。今一度、当該作業にかかる労働災害防止対策を徹底していただ
きますよう、お願いいたします。

点 検 項 目 ☑

1 当日の天候を確認する（気温が高い場合作業を中止する等の
基準を定めている）。

☐

2 天板等を踏み抜き墜落するおそれのある箇所を事前に確認し、
ある場合は明示・立入禁止とする。

☐

3 作業開始前に安全な作業方法・手順を定めている。 ☐

4 はしごを使用する場合、はしごの上端及び脚部を固定してい
る。

☐

5 親綱・ロリップ等の墜落制止用器具取付設備を設置し、墜落
制止用器具を確実に使用している。

☐

6 保護帽（墜落時保護用）を着用している。 ☐

7 雪の投下場所に立入禁止区域を設定し、人の立入を禁止して
いる。

☐

墜落制止用器具の取
付設備が設置されて
いない

はしごを固定してい
ない

墜落制止用器具及び
保護帽を着用・使用
していない

過去に災害が発生した現場において、以下の問題点が多く見受けられます。

以下の表に基づき、作業前に安全が確保されているか点検してみましょう。

雪の投下場所に立入
禁止区域を設定して
いない



参考 屋根・建物からの墜落防止用器具を組み合わせた工法がありますので、これら
を参考に、墜落制止用器具の取付設備を設置しましょう！

（（独）労働安全衛生総合研究所編「補修工事等における屋根・建物からの墜落防止工法及び関連器具について〔屋根・建物からの墜
落防止のための検討委員会報告書のポイント〕」より抜粋

北海道労働局のホームページに滝川労働基準監督署からのお知らせとして、当署で作成したリー
フレット等を掲載しています。以下から閲覧できますのでご活用ください。
北海道労働局ＨＰ（ホーム）＞ニュース＆トピックス＞労働基準監督署からのお知らせ＞滝川労
働基準監督署からのお知らせ（https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/news_topics
/kantokusho_oshirase_0005_07.html）


